藤野ふるさと芸術村メッセージ事業補助金の手続きについて



当該補助金につきまして、次のとおりの流れに沿って手続きをお願いいたします。

	１　参加団体募集について
　事業実施年度の前年度に、当該補助金申請団体の募集を行います。地域情報紙や市ＨＰ等で、募集のお知らせを行います。
　募集に係る書類は、市ＨＰからダウンロードし、ご提出ください。
　提出期限までに募集に係る書類の提出が無かった場合は、補助金の交付は受けられませんので、ご注意ください。
　また、必ずしも補助金の交付が受けられるものではございませんので、予めご了承ください。




	２　補助金交付金額の内示について
　上記、募集に係る書類をご提出いただいた団体で、内容の確認の結果、補助金の交付対象となった参加団体には、事業実施年度の前年度３月頃までに、補助金交付金額の内示に関する文書を発送します。




	３　補助金交付申請書の提出について
　上記、補助金交付金額の内示に関する文書にて、補助金交付申請書の提出期限を明示させていただきますので、市ＨＰからダウンロードし、ご提出ください。
提出期限までに補助金交付申請書の提出が無かった場合は、補助金の交付は受けられませんので、ご注意ください。




	４　補助金内定通知書について
　上記、補助金交付申請書をご提出いただいた団体で、内容に疑義等が無ければ、補助金内定通知書を発送します。







	５　補助金の概算払いについて
　補助金の交付が内定した団体は、内定した補助金額の２分の１を上限に、事業実施前に補助金の概算払いを受けることができます。
概算払いを受けたい団体は、補助金概算払い請求書を市ＨＰからダウンロードし、ご提出ください。




	６　事業実績報告書について
　補助を受ける事業が完了した団体は、事業が完了した日から３０日以内(事業の終了が年度末の場合は翌月の１５日まで)に事業実績報告に係る書類を市ＨＰからダウンロードし、ご提出ください。




	７　補助金決定通知書について
　上記、実績報告の書類をご提出いただいた団体で、内容に疑義等が無ければ、内定額の範囲内で補助金の交付額を決定し、補助金決定通知書を発送します。




	８　補助金の請求について
上記、補助金決定を受けた団体が補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書を市ＨＰからダウンロードし、ご提出ください。内容に疑義等が無ければ、補助金の交付を行います。




	９　補助金の取り消し等について
補助金の採択を受けた団体が、当該補助金要綱の取り消し等の事由に該当した場合は、交付について、一部もしくは全部の取り消し、既に補助金が交付されている場合には、補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることがありますので、予めご承知おきください。




	１０　協力・後援・共催について
対象事業のＰＲの際、「協力：藤野ふるさと芸術村メッセージ事業推進委員会」として周知することは可能です。共催、後援が必要となる場合は、承認申請が必要となりますので、承認申請書を市ＨＰからダウンロードし、ご提出ください。




申請・お問い合わせ先

【相模原市藤野ふるさと芸術村メッセージ事業推進委員会　事務局】

藤野総合事務所１階　藤野まちづくりセンター　総務・地域振興班内
TEL　042-687-2119　　FAX　042-687-4347
ｅ-mail　fujino-cen@city.sagamihara.kanagawa.jp






